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【R3.3.31】

区分 事業名 実対象者人数 「外出自粛高齢者・障がい者等への見守り支援活動」　実施状況
360 淡輪 75歳以上
213 深日 70歳以上
183 多奈川 75歳以上
80 孝子 70歳以上

25 淡輪

14 深日
34 多奈川

家族介護継続支援事業 59
配達ボランティアや本会職員による、月1回の介護用品支給を通じて、本人・家族への配達訪
問や支援者等を通じた見守り訪問活動

岬町社協
地域包括支援センター

775

・本会地域包括支援ｾﾝﾀｰ職員(社会福祉士、保健師、ケアマネジャー）や事業所専門職(ケア
マネジャー等）による、布製マスク及びチラシ（感染防止、介護予防体操、フレイル進行予防
等）を個別訪問・ポスティングによる見守り訪問活動（4月・8月）
・担当ケアマネジャーによる定期的な訪問・電話等によるモニタリング等を実施

認知症カフェ
「おにぎりサロン」

8
メンバー・専門職・支援者や本会職員による、電話・訪問等による見守り活動
※当事者・家族からの相談も随時実施

日常生活自立支援事業 32 専門員・生活支援員が支援を通じて、訪問・電話等による見守訪問活動

ほのぼのサロン 21
サロンボランティアや本会職員による、郵送（手紙等）や電話による見守り活動
※当事者からの相談も随時実施

みさきのわ 10
メンバー専門職・支援者や本会職員による、電話・訪問等による見守り活動
※当事者からの相談も随時実施

生活支援型多機能
バス「結」号

34
本会職員による、郵送や電話による見守り活動
※当事者からの相談も随時実施

あすなろ 7
家族会同士や本会職員による電話やメール等による見守り活動及び感染予防対策を実施し
た上でのサロン開催
※家族からの相談も随時実施

岬町介護者(家族)の会
「ほほえみ」

37
ほほえみ役員や本会職員による、郵送（手紙等）や電話等による見守り活動
※会員からの相談も随時実施

延べ実施対象者数 1,892 名
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こころの病のある方(精神障がい者等)の家族
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認知症者やその家族等

認知症や知的障がい者・精神障がい等で判断能
力が不十分な方
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こころの病のある方(精神障がい者等)

人の関わりが苦手な方や自宅等にこもりがちな方

相談支援機関や地域ｻﾛﾝ等へ「来ない方・来れな
い方」

「新型コロナウイルス感染症」　緊急事態宣言発令等拡大防止対応期間中に伴う「外出自粛高齢者・障がい者等への見守り支援活動」

「岬町社会福祉協議会　対応方針」により、以下のとおり実施。　【実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日まで】
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ふれあい・いきいきサロン 836
福祉委員であるキーパーソン等(民生委員、自治区長、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等）による、電話やチラシ配
布（ﾎﾟｽﾃｨﾝｸﾞ含む)等による見守り活動
※サロン中止連絡時等を含め、実施出来る範囲内

ふれあい給食サービス 73
80歳以上の一人暮らし高齢者を対
象に、月2回、お弁当を購入し、民
生委員が安否確認を兼ね配食

・淡輪：4月1回目、7月1回目～3月2回目実施
・深日：4月1回目、7月1回目～3月2回目実施
・多奈川：4月1回目、6月2回目～3月2回目実施
【以下、共通対応】
・調理ボランティアによる給食調理は中止
・利用者へは、民生委員による電話等(弁当外注配食含む)による見守り活動等を実施出来る
範囲内で継続して頂くよう要請（民生委員または民協の判断・方針を優先して実施して頂く）

要介護3・4・5の在宅高齢者やその家族

要支援1・2、事業対象者
の介護保険サービス岬町全利用者


